
 
 
 
 
 

平成２５年度 
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平成２６年３月 

宮城県都市計画審議会 

 
 
 



 

 
 
 

 
第１７１回宮城県都市計画審議会 

 
と き 平成２６年３月２４日（月） 

午後１時３０分 
ところ 宮城県行政庁舎 

９階 第一会議室 

 
次  第 

 
１ 開 会 

 

２ 報 告 

  第１７０回宮城県都市計画審議会議案の処理について 

 

３ 議 案 

議案第２３０４号ほか ２件 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉 会 
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第１７０回宮城県都市計画審議会議案の処理について 
 

決定主体 議案番号 
関 係 
市町村 

件名 処理結果 

宮城県 第 2299 号 石巻市 石巻広域都市道路の変更について
平成 26 年 2 月 28 日

宮城県告示第 159 号

宮城県 第 2300 号 気仙沼市 気仙沼都市道路の変更について 
平成 26 年 2 月 18 日

宮城県告示第 127 号

宮城県 第 2301 号 南三陸町 志津川都市道路の変更について 
平成 26 年 2 月 18 日

宮城県告示第 128 号

宮城県 第 2302 号 大衡村 特殊建築物の敷地の位置について
平成 26 年 2 月 14 日 
建築許可第 H25-21 号  

仙台市 第 2303 号 仙台市 

仙塩広域都市計画事業仙台市蒲生
北部地区被災市街地復興土地区画
整理事業の事業計画に対する意見
書について 

下記のとおり 

 
【議案第 2303 号の処理結果について】 
 
１ 平成 26 年２月 13 日付けで，付議者である仙台市長から意見書提出者に対

し，議決結果（不採択）について通知した。 
 
２ 仙台市長は，土地区画整理事業の設計の概要について，平成 26 年３月 13

日付け国東整計建都城第 15 号で，国土交通省東北地方整備局長の認可を受け

た。 
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議案 第２３０４号 

 
 

仙塩広域都市計画区域区分の変更について 
 
 
 
 

 
  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙塩広域都市計画区域区分の変更 

（宮城県決定） 

 
１．市街化区域及び市街化調整区域の区分 

  計画図表示のとおり市街化調整区域から市街化区域に変更する 

 

２．人口フレーム 

               年 次 

区 分 

基準年 目標年 

平成１７年 平成３２年 

 

都市計画区域内人口 

 

１，３８７千人 

 

１，３８２千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域内人口 

 

１，３０５千人 

 

１，３１１千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配分する人口 

 

－ 

 

１，３０９．８千人 

 

  保留する人口 

 

－ 

        

１．２千人 

 

 

 

 

 

特定保留  

 

－ 

         

      １千人 

 

一般保留 

 

－ 

        

０．２千人 

 

 

３．変更の理由 

  都市計画法第６条の２により定める「都市計画区域の整備，開発及び保全の

方針」においては，事業の確実性が得られた段階で市街化区域に編入していく

地区を，市街化区域編入予定地区として位置付けている。 

 平成２２年５月に決定した同方針の市街化編入予定地区のうち，富谷町高屋

敷地区について，組合施行による土地区画整理事業の確実性が得られたことか

ら，良好な市街地を形成するため，市街化区域に編入するものである。 
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議案第２３０４号仙塩広域都市計画総括図

仙

塩

広

域

都

市

計

画

区

域

区

分

の

変

更

（

富

谷

町

）

杜乃橋団地

大和リサーチパーク

富谷町役場

ひより台団地

富 谷 町

大 和 町

富谷インターチェンジ

高屋敷地区 市街化調整区域から市街化区域に変更する区域 約27.6ha

 市街化調整区域から
 市街化区域に変更する区域

とちの木団地
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議案 第２３０５号 

 
 

仙塩広域都市計画道路の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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　都市計画道路中、３・３・２３１号清水沢多賀城線を次のように変更する。

区域

番号 路線名 起点 終点
主な

経過地
延長

構造
形式

車線の数 幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

3・3・231
清水沢
多賀城線

利府町
春日字岩沢

多賀城市
中野字
上小袋田

塩竈市
大日向

約6,910m 2車線 28m

約6,650m

約260m

利府町
春日字岩沢

塩竈市
清水沢
二丁目

塩竈市
清水沢
三丁目

約1,330m 掘割式 28ｍ

多賀城市
八幡字庚田

多賀城市
八幡一丁目

多賀城市
八幡字
一本柳

約560m 嵩上式 11.5m

約5,020m 地表式
11.5

～28m

JR東北本線と立体交差
1箇所
仙台臨海鉄道と立体交差
1箇所
JR仙石線と立体交差
1箇所
幹線街路と平面交差
7箇所

「区域は、計画図表示のとおり」

理由：
　多賀城市南部地域は、東北地方太平洋沖地震及びその後の大津波により、甚大な被害を受けたことから、多賀城市
は、多賀城市震災復興計画において都市計画道路清水沢多賀城線を安全・安心を支える避難道路として定めた。本路
線は、昭和４１年に利府町と多賀城市を南北につなぐ幹線道路として都市計画決定しており、今般、避難道路を整備す
るにあたり周辺土地利用や将来の交通需要を踏まえ計画の見直しを行い一部区間の幅員を変更するとともに区域を変
更する。

幹
　
線
　
街
　
路

構造形式の内訳

仙塩広域都市計画道路の変更（宮城県決定）

種別

名称 位置 構造

備考

車線の数の内訳

2車線

4車線

・区域の一部変更
・幅員の一部変更
　変更前：W=28m
　変更後：W=11.5m
・構造形式の内訳
 の変更
　嵩上式の追加
　 延長L=約560m
 　幅員W=11.5m
地表式の変更
  変更前
　 延長L=5,580m
   幅員W=28m
  変更後
　 延長L=5,020m
　 幅員W=11.5～
              28m
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仙塩広域都市計画道路　総括図 議案第２３０５号

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
多
賀
城
市
・
塩
竈
市
・
利
府
町
）

利府町

多賀城市

塩竃市

仙台市

仙台港北IC

利府JCT

● 多賀城市役所

利府中IC
起点 　　利府町春日字岩沢

利府塩釜IC

八幡地区一団地の津波

防災拠点市街地形成施設

3
･3

･2
3
1

清
水

沢
多

賀
城

線
L
=
6
,9

1
0
m

N
=
2
車

線
W

=
2
8
m

地
表

式
・
掘

割
式

・
嵩

上
式

終点 　　多賀城市中野字上小袋田
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議案 第２３０６号 

 
 

特殊建築物の敷地の位置について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根 拠 条 文：建築基準法第８７条第２項の規定により準用す

る同法第５１条第１項ただし書き 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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特殊建築物の敷地の位置について 
 

 下記施設の敷地の位置について，都市計画上支障がないと認める。 

記 

施  設  名  称 産業廃棄物処理施設 

建   築   主 

 

塩釜市貞山通１丁目２－６ 

株式会社イーストコア 代表取締役 田中信行 

 

敷  地 

 

位  置 岩沼市下野郷字中野馬場３４－１ 

面  積 14,470.38 ㎡ 

用途地域 工業専用地域 

 

 

建 築 物 

 

 

 

用  途 産業廃棄物中間処理施設 

工事種別 用途変更 

構造，規模

等 

 

 

①事 務 所 鉄骨造 ２階建 延べ面積   915.41 ㎡ 

②製 造 所 鉄骨造 平家建 延べ面積  1,461.84 ㎡ 

③作 業 所 鉄骨造 平家建 延べ面積  2,614.58 ㎡ 

                               計     4,991.83 ㎡ 

 

処理施設 

 

 

処理内容 

 及び 

処理能力 

産業廃棄物中間処理 

①廃プラスチック類の破砕  751.92t/日（ 6t/日） 

②木くずの破砕      2,643.12t/日（100t/日） 

③がれき類の破砕     5,545.18t/日（100t/日） 

※（   ）内は許可の必要な破砕処理能力を表す 

処理方法 破砕機による破砕処理 

 
 

-11-



位 置 図

配 置 図

申請位置

付近見取図

②製造所
①事務所

特

殊

建

築

物

の

敷

地

の

位

置

に

つ

い

て

（
岩

沼

市

）

議案第２３０６号

○玉浦小学校

申請位置

縮尺 1/1,000

縮尺 1/5,000

仙 台 空 港

③作業所

市
道

川
内

沢
11

号
線

産業廃棄物中間処理設備

×２機

12,000

○福祉施設
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